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4. 単位および端数処理 

この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端

数処理は、次のとおりといたします。 

⑴ 契約電流は、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれ

かといたします。 

⑵契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数

点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、契約容量が0.5キロボ

ルトアンペア未満となる場合は、契約容量を1キロボルトアンペア

といたします。 

⑶契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位

で四捨五入いたします。ただし、契約電力が0.5キロワット未満とな

る場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。 

4. 単位および端数処理 

この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端

数処理は、次のとおりといたします。 

⑵ 契約電流は、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アン

ペアのいずれかといたします。 

⑵契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数

点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、契約容量が0.5キロボ

ルトアンペア未満となる場合は、契約容量を1キロボルトアンペア

といたします。 

⑶契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位

で四捨五入いたします。ただし、契約電力が0.5キロワット未満とな

る場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。 



令和 6 年 10 月 1 日 改定 

低圧電気需給約款 新旧対照表 
改定前 改定後 

 

4 

 

⑷使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下

第1位で四捨五入いたします。 

⑸料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、

切り捨てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下

第1位で四捨五入いたします。 

⑸料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、

切り捨てます。 
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Ⅵ 契約の変更および終了 

32. 他の電気料金プランへの変更 

⑴お客さまが適用している電気料金プランから他の電気料金プランの

変更を申し込み、当社が、それを承諾した場合には、お客さまは、

電気料金プランを変更することができます。 

⑵⑴の場合、当社は、電気料金プランの変更の内容をお客さまにお知

らせいたします。この場合、お客さまが希望されるときを除き、当

該変更の内容以外の事項のお知らせについては省略いたします。 

 

 

 

 

Ⅵ 契約の変更および終了 

32. 他の電気料金プランへの変更 

⑴お客さまが適用している電気料金プランから他の電気料金プランの

変更を申し込み、当社が、それを承諾した場合には、お客さまは、

電気料金プランを変更することができます。 

⑵⑴の場合、当社は、電気料金プランの変更の内容をお客さまにお知

らせいたします。この場合、お客さまが希望されるときを除き、当

該変更の内容以外の事項のお知らせについては省略いたします。 

⑶お客さまは、やむを得ない場合を除き、電気料金プランを変更した

後の計量日から1年目の日が属する月の計量日まで、電気料金プラ

ンを変更することはできません。 
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附 則 

 

１ この需給約款の実施期日 

この需給約款は、2023年7月1日から実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 

1 この需給約款の実施期日 

この需給約款は、2024年10月1日から実施いたします。 
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別 表 

 

1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

⑴再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特

別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再

生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第32条第2

項の規定に基づき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定

める告示」といいます。）により定めます。なお、当社は、再生可

能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたしま

す。 

⑵再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 

別 表 

 

1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

⑴再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特

別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再

生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第32条第2

項の規定に基づき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定

める告示」といいます。）により定めます。なお、当社は、再生可

能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたしま

す。 

⑵再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 
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⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可

能エネルギー発電促進賦課金単価にかかわる納付金単価を定める告

示がなされた年の4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日までの

期間に使用される電気に適用いたします。 

⑶再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力

量に⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適

用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進

賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。 

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第

1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社に

その旨を申し出ていただいたときは、お客さまからの申出の

⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可

能エネルギー発電促進賦課金単価にかかわる納付金単価を定める告

示がなされた年の4月の計量日から翌年の4月の計量日の前日までの

期間に使用される電気に適用いたします。 

⑶再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力

量に⑴に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適

用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進

賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。 

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第

1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社に

その旨を申し出ていただいたときは、お客さまからの申出の
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直後の4月の計量日から翌年の4月の計量日（お客さまの事業

所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項

の規定により認定を取り消された場合は、その直後の計量日

といたします。）の前日までの期間に当該事業所で使用され

る電気にかかわる再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イ

にかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課

金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置

法第37条第1項第1号によって算定された金額に再生可能エネ

ルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める

割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額

（以下「減免額」といいます。）を差し引いたものといたし

直後の4月の計量日から翌年の4月の計量日（お客さまの事業

所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項

の規定により認定を取り消された場合は、その直後の計量日

といたします。）の前日までの期間に当該事業所で使用され

る電気にかかわる再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イ

にかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課

金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置

法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネ

ルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める

割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特

別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免

額」といいます。）を差し引いたものといたします。なお、
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ます。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り

捨てます。 

 

減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。 

 


